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通院と遵守を促進するo

9.法律,行動指針又は企業の方針に違反する慣行について,経営陣又は適
当な場合には所管宮庁に善意の通報を行つた従業昌に対して.差別的又
は懲戒的な行動をとることは憤む.

1 0,実行可能な場合には,納入業者及ぴ下講業者を含む取引先に対し.多国
籍企業行動指針と適合する企業行動の原則を適用するよう奨励するo

l l ,現地の政治活動におし1てrまlいかなる屯のであれ不適当な関与を差し控
える.

El.情報開示

l.企業はlその活動l組織,財務状況及ぴ業績についてl時宜を得た,定
期的な.信頼性のある妥当な情報の開示を確保すベきであるoこの情報
は,企業全体について.及び然るペき場合には事業系統毎又は地域毎に
開示されるベきである.企業の情報開示に関する方針は.責用l事業上
の秘密及ぴその他の競争上の関心事項を然るづく考慮しつつl企業の性
質1規模及ぴ所在地に適合するよう策定されるベきであるo

2.企業はl情報開示,会計及び監査に質の苗い基準を適用すベきであるo
また企業は環境及ぴ社会的な報告を含めた非財務情報について屯l然る
ベき場合には質の高い基準を適用することを奨励される.財務及ぴ非財
務情報の編集及ぴ公表の基準又は方針は報告されるベきであるo

3.企業はlその名称と所在地及ぴ組織.鯛会社並びにその主要系列会社の
名称と所在地及ぴ電話番胃と1これら関達会社問の株式持ち合いを含め
たぐ匡接及び間接のl各社問の株式保有比率を示す基礎的情報を開示す
ベきである.

4.企業fLまたl以下の事項に関する重要な情報を開示するベきであるo
al会社の財務及び事業結果
bl会社目標

cl主要株主と誘決権

dI経営陣及ぴ主要役員とその報酬
el予見可能な重要なリスク要囲
り従業員その他当該企業の参画者に関する重要な問題
gl企業統治の構造と政策

5.企業は.以下が含められる追加的情報を公表することを奨励される.
al社会,倫理.環境面での企業政策及び企業が採用するその他の行動規範
に開する情報を含む.事業行動の理念又は甥則に関する-般向け声明o
これらに加えて.これら声明の採択日付,これら声明を採用する国及び
梼成体.企業のこれら声明に閤連しての成果もまた公表され得る.
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